
平成21年度 第35回協会長旗争奪 熊本県総合サッカー選手権大会実施要項 
 

１大会名    平成21年度 第35回協会長旗争奪 熊本県総合サッカー選手権大会 

 

２主 催    （社）熊本県サッカー協会 

  

３後 援    熊本日日新聞社、 

 

４協 賛    鶴屋百貨店 

 

５期 日    平成22年2月14日（日）、21日（日）、28（日） 

３月 7日（日）、14日（日）、21日（日）、28日（日） 

 

６会 場    熊本県総合運動公園サッカー場 ほか 

 

７競技方法   ①トーナメント方式とする。 

               ②試合時間は、ベスト８を決定するまでは70分とし、準々決勝以降は80分とする。（インタ

－バルは10分とする。） 

         ただし、勝敗が決しない場合は、ＰＫ方式により勝敗を決定する。 

         決勝戦については、20分の延長を行い、なお決しない場合はＰＫ方式で決定する。 

               ③競技規則は、本年度日本サッカー協会規定の規則による。ただし、選手交替は 

予め交替要員として登録した９名のうち５名まで交替できる。 

               ④警告の累積を行う。本大会中、２度の警告を受けた選手は、本大会の次の１試合の   

         出場を停止する。（参加申込書の記入欄にて確認） 

               ⑤本大会で退場を命じられた選手は、次の１試合の出場を停止し、その後の処置につ   

         いては本大会規律委員会で決定し、県協会の規律委員会に報告する。 

 

８参加資格   ①（財）日本サッカー協会に、第１種または第２種で、平成21年度登録を完了していること。 

               ②平成22年１月31日（日）までに参加料8,000円を指定口座に納入のうえ、参加申込書の提出

を行い、かつ２月11日（木）の代表者会議に出席したチームに限る。 

               ③エントリー数は制限しない。また選手のチ－ム間の移籍に関しては１月31日までに登録変

更の手続きを完了している事とする。 

        ④外国籍選手については、１チーム３名以内のエントリ-とし、1試合３名まで出場できる。 

               ⑤第２種登録チームは、平成21年度県下高校サッカー大会ベスト32以上のチ－ム 

         及び２種登録員で構成する県内クラブチ－ムの参加を認める。 

⑥チャンピオンシップ大会参加チ－ムは、最低申込み人数を16名とする。 

         

 

９個人情報の  本大会の参加申込み等によって取得した個人情報の取り扱いについては、「（社）熊本県サッ

 取扱について カー協会個人情報保護方針」に基づいて行う。なお、参加申込書の提出をもって、その取扱い

        に関して参加者および未成年参加者の保護者・所属学校長及びクラブ代表者の承認を得たもの

        として対応する。 

 



 

10参加申込   次の２つの手続きを行うこと。 

        

 ①参加料 8,000円を下記の指定口座に納入する。 

                           

 

口座番号 ●●●●●●●●● 

口座名称 ●●●●●●●●● 

（振込人氏名欄はチーム名と代表者名を連記すること） 

 

 

        ②１月31日（日）必着で参加申込書を大会事務局に郵送する。 

   ⇒ FAXでの参加申込提出は認めない。 

             （参加申込書に参加料納入の領収書コピーを添付すること。） 

           ⇒ 出場申込選手が30名を超える場合は、申込書をコピーして使用すること。 

 

          

大会事務局 〒861-8028 熊本市新南部2丁目1-81-201  

           松田 正文 

 

 

 

11組合せ    代表者会議で決定する。 

 

12代表者会議  期日：平成22年2月11日（木：祝日）、午前10：00開始（受付9:30より） 

場所：菊陽杉並木公園（さんさん） 管理センター総合学習室 

菊池郡 菊陽町 原水5326番地  TEL：096-349-2533 

                       ⇒ 駐車場は必ず指定の場所に駐車して下さい。 

        ◆注意事項 

①代表者会議を遅刻及び欠席したチ－ムは、大会参加を辞退したものとみなす。 

また、納入済の参加料については返金しない。 

②会議当日に、この大会実施要項を持参すること。 

 

13表 彰    ①１位から３位までのチームには表彰状を授与する。 

        ②優勝チームには、優勝旗及び優勝杯を授与し、次回まで保持させる。 

        ③準優勝チームには準優勝杯及び準優勝盾を授与し、次回まで保持させる。 

 

14経 費    大会運営に要する費用は、各チームの参加料と協会予算でまかなう。 

 

15罰 則    ①大会中、選手証の改ざん等の不正が発見された場合は、その時点で当該チームを失格  

         とし、対戦チームを勝ちとする。また、既に行われた試合の成立は認めるが、当該 

チ－ムは本大会の次の試合の参加を認めない。（＝失格）            

                 ②棄権は認めない。ただし、何らかの理由で試合出場不可能となった場合は、相手チ－ム 

の勝ちとする。 



③不正や棄権を行なったチ－ムと選手については、原則として次年度の大会参加を認めない。

また、その後の処置としては「大会規律委員会」にて決定する。 

16その他      ①参加チームは登録されたユニフォームを着用すること。背番号は１～99までとする。 

また、正・副２着を必ず試合会場に持参すること。 

②メンバー表及び参加申込書を試合開始の30分前までに会場責任者に必ず提出する事。 

         「参加申込書」の提出がない場合は、選手確認が出来ないので、当該チ－ムを失格とする。 

        ③各会場にて選手証による出場選手の確認を実施する。選手証を持参してない場合、また、 

選手証に写真が貼付されていない場合は、出場を認めない。 

④本大会に於ける負傷及び事故については、すべて参加者の責めに帰するものとする。 

⑤グラウンドや駐車場での「ゴミ・空き缶等」の投棄は厳禁とする。必ず、各自で持ち帰る 

こと。これに違反したチームは、次年度の大会参加を認めない。 

⑥各会場の準備は、当該会場第１試合の両チームが行う。試合開始30分前までには、完了 

すること。また、最後の後片づけは最終試合の両チームが行う。 

⑦会場の利用については、会場責任者の指示に従い、マナーの向上に努めること。 

ベンチの整理およびゴミの処理について責任を持って行い、帰る際に代表者が会場責任者 

の確認を受けて帰ること。 

⑧審判については、割当を厳守し、必ず有資格者を担当させること。(会場責任者による 

 レフェリ－カ－ドの確認を実施する。) 

また、審判服を必ず着用すること。なお、これらに違反したチ－ムは、以降の本大会への

出場を停止し（＝失格）、次年度の大会参加を認めない。 

⑨審判員は、試合開始６０分前までに会場責任者に着任を伝え、準備に入ること。 

         （必ず、審判員同士で打ち合せを行うこと。） 

⑩試合球は、両チームのものを使用する。各チ－ムは、必ず、公認球１個以上を準備し、 

  試合開始前に審判員に提出すること。 

 

17大会運営   委 員 長  松田正文（社会人部会）  

副委員長  堤 敏郎（社会人部会） 

        委  員  野田秋夫（学生部会）    山辺 武彦（高校部会）  

寺本健一郎（社会人部会） 作本孝典（審判委員会）  

 

※本大会の「規律委員会」は、上記委員と社会人部会長・松崎正孝の7名で構成する。 

 

18問い合せ     本大会に付いての問い合せは下記のいずれかへ 

 

松田正文   ＴＥＬ 096-384-6257 

ＦＡＸ 096-384-6257 

携帯電話 ●●●●●●●●● 

堤 敏郎   ＴＥＬ 096-364-9251（勤） 

ＦＡＸ 096-362-4682（会社） 

携帯電話 ●●●●●●●●● 

 

19各チームへのお願い 

毎年、グラウンド確保に苦心しています。グラウンド提供にご協力ください。 

グラウンドを提供できるチームは、申込書に記入をお願いします。 




